
子宮頸がん検診にかかる
指針の改訂について

資料６



指針の改定内容

1

（R6.2.14 厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課事務連絡 別紙２から抜粋・加工）



指針の改定内容

2

（R6.2.14 厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課事務連絡 別紙２から抜粋）



指針の改定内容

3

（R6.2.14 厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課事務連絡 別紙２から抜粋）



当部会としての対応案

4

HPV検査単独法を導入した場合の影響

・国の資料によると８～９割がHPV陰性となる見込み。これにより検診費用の削減、
検診回数の減少、それに伴う受診率向上が見込まれる。

・一方で、結果によって次の検診時期が異なるため対象者の追跡、抽出にかかる事務
負担が増える。また、検診マニュアルに検診運営委員会の設置（市町村が設置又は
県などが広域的に設置）が要件として記載される可能性があり、対応が必要。

・関係者が今後の対応について検討する場が必要である。

・ 今後、当部会において、HPV検査単独法導入に関する検討を行うこととしてはいかがか。

・ 具体的には、市町村、県産婦人科医会、細胞診センター、当部会の代表者によるワーキン
ググループを設置し、導入に伴う課題を整理するとともに、解決方法の検討を行う。

・ 令和6年度から検討を開始し、早ければ令和7年度、遅くとも令和11年度（5年後）の導入を
目指す。
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